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　毎年恒例の6月30日には行列ができる「みそぎ餅」の販売。 
　みそぎ（禊）とは古くから身の罪や穢れを払い除くため川原や清水で身を清める神事であり「みそぎ餅」には
1年間の無病息災の願いも込められています。 

（関連記事14ページ）＝昨年の笠松菓子工業組合の皆さんによる「みそぎ餅実演販売」の様子 
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行政相談委員に委嘱されました 

　平成２３年度岐阜県知事表彰が５月１６日、ふれあい福寿会館で行われ、各界功労者表彰の市町村
行政分野で岡田文雄さん（北及）が受賞されました。 
　岡田さんは平成７年４月地域住民から推され笠松町議会議員に初当選、以来現在までの通算５期１６
年の永きにわたり在職し、活発な議員活動に専心され、この間、議長、副議長および民生建設常任委員
会委員長などの要職を歴任され、地方自治の振興発展に大きく貢献されました。 

岐阜県知事表彰 岡田文雄さん 

【情報公開制度】 
　平成２２年度の公開状況は次のとおりです。 

【個人情報保護制度】 
　平成２２年度における個人情報保護制度の運
用状況は、開示、訂正、削除の請求および不服申
し立てはありませんでした。 

情報公開・個人情報保護制度実施状況 

　４月２０日以降、笠松町役場でお預かりしました
義援金は次のとおりです。（５月１７日現在※敬称
略・預かり順） 
　笠松町ソフトボール協会審判部 ２０,０００円 
　匿名 １０,０００円 
　加藤一夫 １００,０００円 
　㈱加藤組 ２００,０００円 
　㈱加藤組一栄会 １００,０００円 
　笠松町バレーボール協会 １５,０００円 

　堀　滋 １０,０００円 
　なごみの会 ２００,３７２円 

　義援金箱 ３０,８９９円 

東日本大震災　義援金 

請求 
件数 

3

処理状況 
公開 
3

 
部分公開 
0

 
非公開 
0

 
不存在 
0

 
取り下げ 
0

　このたび、総務大臣から町の行政相談委員に
引き続き、岩田修さんと川口淑さんが委嘱されま
した。 
　行政相談委員とは国の行政機関や特殊法人
などの仕事について、みなさんの苦情や要望をお
聞きし、その解決のための助言や促進を図って
います。 

たとえばこんな相談 
●年金の支給が遅れているので困っている。 
●国道の街灯などの設備が損壊しているので修
復して欲しい。 
●国の行政機関の窓口職員の対応が横柄なの
で嫌な思いをした。 
●どこの行政機関へ相談してよいのかわからない。 
行政苦情110番 
　総務省岐阜行政評価事務所 
　岐阜市金竜町５‐１３　岐阜合同庁舎 
 おこまりならまる まるくじょーひゃくとおばん 

　1 ０ ５ ７ ０ ‐ ０ ９ ０ １ １ ０  
　でも相談に応じています。 
インターネット 
　インターネットでも受け付けています。 
https://www.soumu.go.jp/hyouka/gyousei-form.html

岩田修さん 川口淑さん 

【教育振興事業】 
　匿名　現金２００万円 
　町では、ご趣旨に沿うよう活用させていただきます。 

寄　　附 
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　町内会連合会・自主防災会協議会の臨時総

会が、４月２２日役場で開催されました。 

　総会では、平成２２年度事業報告および決算

の認定と、欠員となった役員の選出が行われ、新

役員に次の皆さんが選出されました。（敬称略） 

会　長　奥田　英輔（北及第２） 

副会長　大江　康夫（田 代 東） 

副会長　岩田　重臣（円 城 寺） 

会　計　伊藤　勝利（柳 原 町） 

会　計　　嶋　藤一（田 代 中） 

町内会連合会・自主防災会協議会　　臨時総会開催 

　町と町民の皆さんの間に立って、住みやすいまちづくりのためにご協力いただいている町内会長さん
をご紹介します。 

町内会長さんのご紹介 

（敬称略） 

笠
　
松
　
地
　
域 

笠
　
松
　
地
　
域 

松
　
枝
　
地
　
域 

下
　
羽
　
栗
　
地
　
域 

松栄町1丁目 

松栄町2丁目 

松栄町3丁目 

月 美 緑 町  

春日東陽常盤町 

若 葉 町  

西 金 池 町  

奈 良 町  

二 見 町  

宮 川 町  

八 幡 町  

県 町  

司 町  

港 町  

上 本 町  

下 本 町  

上 新 町  

中 新 町  

下 新 町  

新 町  

弥 生 町  

清 住 町  

美笠通1丁目 

美笠通2丁目 

美笠通3丁目 

友 楽 町  

桜 町  

瓢 町  

西 宮 町  

東 宮 町  

西 町  

柳 原 町  

朝 日 町  

泉 町  

天 王 町  

大 池 町  

門 前 町  

上 柳 川 町  

下 柳 川 町  

田 代 東  

田 代 中  

田 代 西  

長 池 東  

長 池 西  

長 池 北  

北 及 第 1  

北 及 第 2  

南 栄 町  

北 門 間  

中 門 間  

下 門 間  

円 城 寺  

中 野  

無 動 寺  

江 川  

米 野  

円城寺厩舎 

 

 

 

理事 

理事 

 

副会長 

 

理事 

 

 

理事 

理事 

 

 

 

理事 

理事 

 

 

 

 

理事 

監事 

 

 

 

 

理事 

 

 

会計 

 

 

副会長 

 

 

理事 

 

副会長 

会計 

 

 

監事 

 

理事 

会長 

 

理事 

 

理事 

副会長 

理事 

 

 

理事 

野　田　哲　司 

下　田　康　夫 

日比野　省　三 

堀　　　光　男 

山　田　忠　正 

佐　藤　喜八郎 

川　本　清　彦 

川　島　　　裕 

安　藤　正　宏 

間　宮　勝　利 

野　田　喜　義 

加　藤　司　郎 

野々垣　美　樹 

山　川　道　雄 

野々垣　雅　美 

石　原　正　郎 

大　石　裕　之 

高　島　信　夫 

大　塚　泰　造 

渡　邉　謹　一 

田　中　昌　夫 

安　田　正　行 

齋　藤　　　博 

尾　藤　富士雄 

樋　口　武　史 

山　田　善　夫 

尾　関　洋　治 

斉　藤　宗　利 

市　川　茂　禧 

角　田　昌　樹 

伊　藤　清　吾 

伊　藤　勝　利 

三　島　歳　徳 

杉　山　勝　利 

内　藤　吉　雄 

足　立　利　樹 

山　川　壽太郎 

小　川　　　強 

堀　　　昌　逸 

大　江　康　夫 

　　嶋　藤　一 

西　川　忠　義 

磯　部　雅　一 

足　立　　　薫 

姉　崎　欣　二 

馬　場　宮　次 

奥　田　英　輔 

高　見　天　明 

金　森　忠　夫 

田　中　義　夫 

中　村　剛太郎 

岩　田　重　臣 

田　島　輝　幸 

田　島　　　次 

林　　　隆一朗 

松　原　行　信 

中　村　　　弘 

町内会名 役職 氏　　名 町内会名 役職 氏　　名 町内会名 役職 氏　　名 
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戦没者をしのび献花する遺族の皆さん 

「和」をテーマにした展示作品を鑑賞する参観者 

戦没者のめい福を祈り 

　笠松町春季戦没者追悼式が４月２６日、笠松・
下羽栗・松枝の各地域の会場でしめやかに行わ
れました。 
　式には戦没者の遺族の皆さんや関係者の方々
が多数参列され、広江町長が「戦後に生まれた
世代が大半を占める今、ご遺族の方々の貴重な
戦争体験を風化させることなく、次世代に伝える
ことが責務であり、笠松町が持つ歴史、文化、自然、
人が共生した輝くまちづくりに全力を傾注し努力
してまいります」と式辞を述べました。 
　続いて岐阜県知事代理、田中県議会議員、伊
藤町議会議長の追悼の言葉のあと、参列者が
献花を行い、戦没者のめい福を祈り、平和への
誓いを新たにしました。 

　５月１４日・１５日、中央公民館で「和」をテーマに
笠松町文化協会主催による“かさまつ文化フェ
スタ２０１１”が盛大に開催されました。 
　かさまつ文化フェスタは、町文化協会に登録し
ているクラブやサークルの会員が日ごろの活動の
成果を町民に披露する場です。 
　作品展示部門では、油絵・水彩画・水墨画・写
真・書・短歌・俳句・川柳・生け花などの作品２０８
点を展示。 
　ステージ発表部門では、日本舞踊・民謡・フラダ
ンス・詩吟・コーラスなどの２２団体が発表。 
　観覧された方々は、展示作品や生き生きとした
ステージ発表の素晴らしい出来栄えに、感心して
いました。 

かさまつの文化・芸術・学習の成果を一堂に 「和」をテーマに文化フェスタ 

春季戦没者追悼式 

規律訓練を行う消防団員 

　５月１４日、笠松町民運動場で町消防団が、羽
島郡広域連合消防本部職員の指導を受けて訓
練を行いました。 
　当日は、人員服装点検・分列行進など消防団
員としての規律を習得する規律訓練が行われま
した。 
　日ごろ仕事を持っている消防団員の訓練は、
仕事を終えた夜間や休日に行われていますが、「わ
がまちを災害から守る」使命感が仕事の疲れを
吹き飛ばし、火災現場での機敏な行動、迅速な
消火活動を行うため団員ら真剣な面持ちで訓練
に励んでいました。 

迅速な消火活動は日ごろの訓練から 町消防団 

わ 
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　任期満了に伴う笠松町長選挙が６月２６日（日）に行われる予定です。 
　貴重な権利を放棄しないよう必ず投票しましょう。 

　身体障害者手帳、介護保険被保険者証などを持っている方で、次の要件
に該当する方は、郵便による不在者投票をすることができます。 
●身体障害者手帳をお持ちの方で、両下肢、体幹または移動機能の障がいの程度
が1級か2級の方、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障がいの程
度が1級か3級の方、免疫または肝臓の障がいの程度が1級から3級の方 

●戦傷病者手帳をお持ちの方で、両下肢、体幹の障がいの程度が特別項症から第
2項症までの方、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓の障がい
の程度が特別項症から第3項症までの方 

●介護保険被保険者証をお持ちの方で、要介護状態区分が要介護5の方 

※病院や老人ホームなどの指定施設で投票する方や一時的に遠方に滞在していて、笠松町以
外で投票する方などは、従前どおりの不在者投票となります。 

詳しくは町選挙管理委員会（役場総務課）までお問い合わせください。 
1388‐1111　内215・216

郵 便 に よ る  
不 在 者 投 票  

6月21日（火）発送予定 

 投票所入場券が圧着はがきに変わります。 

　有権者の氏名は、内側に記載（6人まで連記）してありますので、入場券を
切り離して投票所へお持ちください。入場券をなくしたときでも投票はでき
ますので、投票所で係員に申し出ください。 

投票所入場券 

　投票日当日に、仕事などで投票所へ行くことができない方は、期日前投票
ができます。 
　期日前投票所で宣誓書兼請求書に記入していただければ投票できます。 
　（入場券が届いていれば持参してください。） 
期　間　6月22日（水）～25日（土） 
時　間　午前8時30分～午後8時 
場　所　笠松町役場　住民課ロビー 

期 日 前 投 票  

　平成3年6月27日までに生まれた方で、平成23年3月20日までに住民
登録をした方。 
　（投票日当日までに町外へ転出された方は投票することができません。） 

投票できる方 

日時　6月26日（日）午後9時 
場所　笠松中央公民館 大ホール 

開 票 の 日 時  
お よ び 場 所  

第1投票区　笠松中央公民館 集会室 
第2投票区　松枝公民館 
第3投票区　下羽栗会館 

投 票 所  

午前7時～午後8時 投 票 時 間  



6

　今年度の介護保険料納入通知書を６月下旬にお送りします。保険料の額は６月に決定する平成２３
年度住民税の課税状況に応じて決定したものです。 

　今回決定した保険料（年額）から４月にお送りした納入通知書の仮徴収額を差し引いた額が、１０月、
１２月、２月の年金から天引きされます。 
（４月、６月、８月の年金からは、４月にお送りした納入通知書の額が天引きされます。） 

65歳以上の皆さんへ 

介護保険料が決定しました 

◎年金天引きによる納付（特別徴収）の方 

　今年度の保険料（年額）を６月から１０期に分けて納付します。各納期限までに納め忘れのないよう
納付してください。 

【問 合 先】福祉健康課 

◎納付書による納付（普通徴収）の方 

○平成23年度介護保険料（前年度と同じ） 

所得段階 所得などの条件 
基準額（51,000円）に 

対する割合 
保険料額（円） 
年　額 

第1段階 
 

第2段階 
 

第3段階 
 

第4段階 
（基準額） 

第5段階 
 

第6段階 

生活保護を受給している人、または世帯全員が住民
税非課税で老齢福祉年金を受けている人 

世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計
所得金額の合計が年間80万円以下の人 

世帯全員が住民税非課税で第1段階・第2段階以外
の人 

課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万
円以下の人 

本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者が
いる人 

本人が住民税課税で合計所得金額が200万円未満
の人 

本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上
の人 

基準額×0.50 
 

基準額×0.50 
 

基準額×0.75 
 

基準額×0.88 
 

基準額×1.00 
 

基準額×1.25 
 

基準額×1.50

25,500 
 

25,500 
 

38,300 
 

44,900 
 

51,000 
 

63,800 
 

76,500

優勝　南栄町　　準優勝　GENKI　　３位　下羽栗　　３位　長池・田代・北及　　特別賞　門間 

スポーツ&レクリエーションスポーツ&レクリエーションスポーツ&レクリエーション

第43回　町民バレーボール大会結果 ４月２４日（日）　町民体育館 

◆男子の部 優勝　岸田光慶（長池） 準優勝　大橋　滋（西町） ３位　堀　祐雄（円城寺） 

◆女子の部 優勝　加藤峰子（美笠通） 準優勝　長谷部道子（松栄町） ３位　谷口則子（春日町） 

第29回　町民グラウンド・ゴルフ大会結果 ４月２４日（日）笠松みなと公園 
（敬称略） 



　ある日、与助はおかあにつれられて、あし

のおい茂った道の奥の大きな池にきた。そこ

が金池であった。ざるに入れた餅をにぎって、 

「ええか。このもちを力いっぱい投げるんじ

ゃぞ。」 

「投げたら振りむかずに、いちもくさんに帰

っていくんやぞ。ええなあ。そうせんと、

おまえの歯は治らんのじゃ。」 

「うん。おれ、投げたら走って帰るもん…。

おっかあ。」 

　与助は、プクプクとあわをふく水の上に白

い餅をポトーン、ポトーンと投げた。そのた

びに水底に黒く動くものがあった。見ずにい

ちもくさんに帰った。 

「あれ、おまえ、ぞうりもはかずに帰ってき

たのか。まあええ。それでええ。」 

…家へ帰っても、いっこうに与助の歯痛は止

まらなかった。 

「おかあ、まだ歯いたいよ。いたいよ。」 

「そうか。そんならこんどは、わしが連れて

ったるぞ。」 

「手にいっぱい餅を持っていけよ。」 

　こんどはばあさまが、連れて行くことにした。 

「ばあちゃん。ほんとに餅を投げるとおらの

歯痛、治るんか。」 

「うん、治るよ。隣りの佐助さも、いたかっ

た歯が治ったというからなあ。ばあちゃん

もいっしょに投げるでついてこいよ。」 

　二回目の道は、草ぼうぼうの近道であった。

こんどは、池のふちに小さな祠があった。青

く澄んだ池の水は、いくつもあわをふき出し、

大きな水藻が水にゆれていた。 

「こりゃあ、早く投げ

んとたたるかも知れ

んぞ。与助、早く投

げろ。早よう投げて

帰るんじゃ。」 

（つづく） 

みんなと楽しく 
介護予防 
みんなと楽しく 
介護予防 
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トイレットペーパーの芯を使った鯉のぼり作り（総合会館） 

ふれあい喫茶の紹介 ふれあい喫茶の紹介 シリーズ③ 

月日（曜） 

 

6月 

 

10日（金） 

13日（月） 

14日（火） 

時　間 

10：00 

 

11：30

参加費 

 

100円 

場　　所 

福 祉 会 館  

総 合 会 館  

福祉健康センター 

金池の主② 
かなかな いけいけ ぬしぬし 

金池の主② 
かな いけ ぬし 

〜 

　「最近外出していないな」「会話をすることが
少なくなったな」など感じることはないですか。 
　年を重ねると、慣れた生活は送れるのですが、
新しい出会いのための行動を起こす事には勇気
がいりますね。 
　しかし、私たちの脳はいつも心地よい刺激を求
めています。どんなことが良い刺激かというと、生
まれ授かった五感（見ること・聞くこと・匂うこと・味
わうこと・触ること）を刺激することです。 
　例えば、散歩に出かけて、道端で季節の音（ツ
バメのさえずりやカエルの鳴き声）を聞いただけ

で頭の中にその場面がイメージされます。また、
人と出会い、会話をするだけで脳細胞はフル回
転で動き出します。家の中では体験できないことが、
外出することで自然に体験でき、脳は喜んでいる
のです。 
　そんな出会いの場として町では、同じ地域に住
んでいる元気サポーターさんと一緒に「ふれあい
喫茶」を毎月1回、福祉会館・福祉健康センター・
総合会館で開催し、お茶を飲みながらおしゃべり
するなど楽しいひとときをお届けしています。 
　楽しい会話や笑顔は、脳を活発に動かし、物
忘れなどの予防に最適です。ぜひ、皆さんの参
加お待ちしています。 
 
 
 
 
【問 合 先】福祉健康課 



B O X
情 報
B O X
情 報
B O X
情 報

お 願 い お知らせ 募　　集 

役 場  
 
福祉健康センター 
福 祉 会 館  
児 童 館  
子育て支援センター 

中 央 公 民 館  
（町体育協会事務局） 

教育文化課　学校教育担当 
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 民 俗 資 料 館  
ふ ら っ と 笠 松  

1
FAX 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

388‐1111 
387‐5816 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 
387‐0561 

388‐3231 
 
388‐3926 
387‐0156 
387‐8432 
388‐0161 
388‐2355

お 問 い 合 わ せ は 
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　町では、フレッシュ健康診査を行います。 
　昨年度受診された方および新たに申し込みをさ
れた方には案内はがきを６月下旬に送付します。 
　この機会にぜひ受診してください。 

※申し込みをされていない方で、受診を希望され
る方は福祉健康課へご連絡ください。 

【問 合 先】福祉健康課 

フレッシュ健康診査のお知らせ 
福祉健康課 

休日急病診療（内科・歯科）の 
お知らせ 福祉健康課 

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

5 

12 

19 

26

岡 山クリニック  

片 山クリニック  

河合内科クリニック 

北田内科クリニック 

岐 南 町 徳 田  

笠 松 町 田 代  

岐 南 町 八 剣  

岐南町下印食  

268‐0307 

388‐8700 

247‐6630 

278‐1030

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

5 

12 

19 

26

小 島 歯 科 医 院  

い い だ 歯 科  

ゴトウ歯 科 医 院  

松 原 歯 科 医 院  

岐 南 町 平 島  

笠松町東金池町 

岐 南 町 八 剣  

笠松町美笠通  

245‐2096 

387‐3646 

246‐7215 

387‐6600

　6月の休日急病診療当番医は次のとおりです。 
　受診の際は必ず保険証をご持参ください。ま
た、お昼の休憩時間がありますので、電話で確
認の上受診してください。 
　なお、当番医が急用などで変更する場合があ
りますので、前もって役場で確認してください。 
　下記以外については、羽島郡地域救急医療
情報センター（羽島郡広域連合消防本部内1
３８８‐３７９９）へお問い合わせください。 

〔内科系〕診療時間　午前９時～午後４時 
◆在宅当番医一覧表 

◆二次的病院は、すべての日程とも松波総合病院
（田代1３８８‐０１１１）です。 
※入院を必要とされる方は、二次的病院に入院できます。 

〔歯科系〕診療時間　午前１０時～午後４時 
◆在宅当番医一覧表 

〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

対象者 
今年度19歳～39歳の方 

（昭和47年4月2日～平成5年4月1日生まれの方） 

 

内容 

身体計測・血圧測定・尿検査 

血液検査（血中脂質・肝機能・貧血・血糖） 

骨粗しょう症検診（女性のみ） 

午前9時～11時30分 
7月5日（火） 

7月8日（金） 

7月11日（月） 

日時 

場所 

500円（健診当日、会場で徴収） 自己負担金 

午前9時～11時30分 

午後1時～3時 

午後1時～3時 

下羽栗会館 

中央公民館 

福祉健康センター 

歯の衛生週間 
6月4日（土）～6月10日（金） 

『みがこうよ 
未来へつなげる 

じょうぶな歯』 



総 務 課  
税 務 課  
収 納 管 理 課  
企 画 課  
環 境 経 済 課  
住 民 課  
保 険 医 療 課  
（役場福祉健康課窓口） 

福 祉 健 康 課  
建 設 課  
水 道 課  
教 育 文 化 課  
学校給食センター 
会 計 課  
議 会 事 務 局  

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

388‐1111 
388‐1112 
388‐1128 
388‐1113 
388‐1114 
388‐1115 
388‐1116 
 

388‐7171 
388‐1117 
388‐1118 
388‐3231 
387‐5321 
388‐1119 
388‐1110

各 課 直 通 電 話 体育施設の 
利用抽選会 
体育施設の 
利用抽選会 
体育施設の 
利用抽選会 

【月日】 
【時間】 
 
【場所】 

6月25日（土） 
午後7時30分～ 運動場を利用の方 
午後8時～ テニスコートを利用の方 
中央公民館 

7月分 
運動場 

テニスコート 
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　児童館では、小学生や幼児の親子を対象に
次の行事を開催します。 
　小学生行事では「手品教室」「頭脳ゲームに
チャレンジ」、幼児親子行事では「かみであそぼう」
などを計画しています。皆さんの参加をお待ちし
ています。 

＜幼児親子行事＞ 
■ピヨピヨひろば 
午前１０時３０分～ 

＜乳幼児親子行事＞ 
■Babyひろば 
午前１１時～ 

「みんな集まれ！楽しい児童館行事」 
のお知らせ 児童館 

羽島郡笠松町中野 
☎387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 

月 

 

7月 

 

 

8月 

 

 

9月 

日（曜） 

2日（土） 

16日（土） 

24日（日） 

6日（土） 

20日（土） 

28日（日） 

11日（日） 

17日（土） 

25日（日） 

行事名 

手品教室 

ボラクラブ 

ふうせんバレー 

頭脳ゲームにチャレンジ 

ボラクラブ 

つくってみよう 

ピンポンあそび 

ボラクラブ 

つくってみよう 

申込み必要 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

月 

7月 

9月 

日（曜） 

7日（木）・8日（金） 

8日（木）・9日（金） 

■手づくりクラブ 
午前１１時～ 

【申込・問合先】児童館 

月 

7月 

9月 

日（曜） 

19日（火） 

20日（火） 

月 

7月 

9月 

日（曜） 

15日（金） 

16日（金） 

＜小学生行事＞午前１０時～ 

 
 
 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【対 象 者】 
 
 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
 
【対 象 者】 
【持 ち 物】 
 
 
 
【問 合 先】 

　町では、皆さんの子育てをサポートするため、
乳幼児と保護者が遊びをとおしてふれあう場、保
護者交流の場として子育てサロンを開催します。 
　お子さんと一緒に遊びに来てください。 
♪親子で手あそび・歌あそび♪ 

６月８日（水） 午前１０時～１１時 
第一保育所　遊戯室 
乳幼児と保護者 

※育児・マタニティ相談も行います。 
※車でお越しの方は、中央公民館駐車場をご利
用ください。 

♪笑顔でベビーマッサージ♪ 
６月２３日（木） 午前１０時～１１時 
松枝みなみ会館　北及３３番地の２ 
（旧　岐阜地方法務局　羽島出張所） 
乳幼児と保護者 
バスタオル１枚・飲み物（お茶など） 

※育児・マタニティ相談はありません。 
※車でお越しの方は、松枝みなみ会館駐車場を
ご利用ください。 

子育て支援センター 

子育てサロン「みんなで遊ぼっ」 
開催 子育て支援センター 

 
 
 
 
【里親期間】 
【申込期限】 
【申 込 先】 

　県内の児童施設で生活している子どもたちで、
夏季の帰省時に帰る家庭のない子どもや家庭の
事情で帰省できない子どもに、温かい家庭の雰
囲気を体験させていただける里親を募集します。 

８月６日（土）～８日（月） 
６月２４日（金） 
子育て支援センター・役場福祉健康
課窓口・福祉健康センター 

「三日里親」募集 
子育て支援センター 
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　町では、両親が共働きの家庭やひとり親家庭
のお子さんが急に体調が悪くなったり、病気にな
ったときに保育と看護を行う病児保育を岐阜市・
羽島市・岐南町と提携を結び、実施しています。 
　利用される方は直接、施設へお問い合わせく
ださい。 
岐阜市 
・福富医院『すずらん』 
　岐阜市安食１２２８ 1２３８‐８５５５ 
・河村病院『クララ』 
　岐阜市芥見大般若１‐８４ 1２４１‐３３１１ 
・小牧内科クリニック『ピノキオ』 
　岐阜市昭和町２‐１１ 1２５３‐７７１７ 
・山田病院『ミッキー』 
　岐阜市寺田７‐１１０ 1２５５‐１２２１ 
羽島市 
・病児保育室『かみなりくん』 
　羽島市正木町坂丸２‐９５ 1３９４‐０１１２ 
岐南町 
・『さくら保育園』 
　岐南町みやまち４‐９６ 1２７１‐４４２４ 

病児保育のお知らせ 
子育て支援センター 

　町では幼稚園教育の振興を図るため、幼稚園
就園奨励事業を実施しています。この制度は現
在当町に住民登録があり、３歳～５歳の児童を私
立幼稚園に通園させている保護者に対し、所得
の状況により幼稚園設置者が保育料などの減免
を行う場合、その額を町が補助するという制度で
す。 
　手続きなどについては、幼稚園を通じて６月中
旬までに文書を配布します。詳しくは通園してい
る幼稚園、または教育文化課（学校教育担当）
へお問い合わせください。 

私立幼稚園就園 
奨励費補助金制度 教育文化課 

 
 
 
 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【内　　容】 
【問 合 先】 

　こころの悩みや不安について、地域活動支
援センターの精神保健福祉士などが相談に応
じます。 
　また、同時に精神障がいの方やそのご家族、
こころの悩みをお持ちの方たちの憩いと交流の
場として、グループワークを開催します。 

６月１６日（木） 午前１０時～１１時３０分 
福祉健康センター 
こころの相談、ショッピング 
福祉健康課 

こころの巡回相談・ 
グループワーク開催 福祉健康課 

 
 
 
 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【テ ー マ】 
 
【講　　師】 
 
【定　　員】 
【申込開始】 
【参 加 料】 
【申込・問合先】 

　幼い子どもたちと一緒に楽しむために、いろい
ろなわらべうたで遊んでみませんか？ 
　わらべうたの持つことばの響き、美しさ、鼓動を
学びます。ボランティアに関心がある方だけでなく、
どなたでも参加できます。 
　お子様と一緒に参加もできます。 

６月２３日（木） 午前１０時～１１時３０分 
中央公民館　和室 
「笑顔いっぱい 
　　　わらべうたで　あそぼう」 
NPО法人　名古屋コーダイセンター 
高橋　理恵　氏 
３０人 
６月６日 
無料 
中央公民館 

かみふうせん体験セミナー開催 
かみふうせん 

一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

赤 門 不 動 産  
羽島郡笠松町北及　　☎387‐3304

不動産取引全般 

【日　時】 
【場　所】 
【発表者】 
【発表内容】 

６月２６日（日） 午前９時３０分～ 
中央公民館３階大ホール 
小・中学生 
未来への夢や希望、家庭・学校生活・
地域活動の中で、日ごろ考えたり実
践したりしていること 

第33回　少年の主張大会開催 
町青少年育成町民会議 
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【日　　時】 
【場　　所】 
【演　　題】 
【講　　師】 
 
【定　　員】 
【申込締切】 
【申込・問合先】 

　笠松の歴史や文化に親しんでいただくため、
講演会を開催します。ぜひご参加ください。 

６月２５日（土） 午後１時～３時 
歴史民俗資料館 
美濃・尾張の念仏宗の源流 
ふるさとの語り部 

大竹　庸元　氏 
６０人 
６月１７日（金） 
歴史民俗資料館 

美濃・尾張の念仏宗の源流　 
講演会開催 歴史民俗資料館 

　鎌倉幕府の成立から
室町幕府までの荘園・
街道・川などの笠松の
成り立ちの歴史を大竹
庸元さんが収集された
資料や写真などで紹介
します。 
【会期・時間】 
６月７日（火）～２６日（日） 
午前９時～午後５時 
【休 館 日】月曜日 
【入 館 料】無料 

私のコレクション 

「中世のかさまつ物語」開催 
歴史民俗資料館 

循環社会に奉仕する 
 有限会社 内田商会 
羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

のぶ もと 

 
 
【日　　時】 
 
 
 
【場　　所】 
 
 
 
【内　　容】 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　事業主を対象とした、平成２４年３月新規学校
卒業予定者の求人取扱説明会を開催します。 

６月８日（水） 
第１回目　午前１０時～正午 
第２回目　午後２時～４時 
※受け付けは３０分前から行います。 
長良川国際会議場４F大会議室 
（岐阜市長良福光２６９５‐１） 
※会場へは公共交通機関をご利用
ください。 
・平成２４年３月新規学卒者の求人
取り扱い 
・公正な採用選考（人権啓発推進
員研修） 
・その他 
ハローワーク岐阜求人部門学卒係 
1２４７‐９８９２ 

平成24年3月新規学校卒業者求人 
取扱説明会開催 ハローワーク岐阜 

 
 
 
 
 
【日　　時】 
 
 
【相 談 員】 
 
 
【電話番号】 

　いじめ・体罰・虐待など、誰にも打ち明けること
のできない悩みを抱えている方に電話での相談
に応じます。 
　相談は無料で、秘密は固く守られます。お気軽
にご相談ください。 

６月２７日（月）～７月３日（日） 
平　日　午前８時３０分～午後７時 
土・日　午前１０時～午後５時 
岐阜県人権擁護委員連合会子ども
人権委員会委員 
岐阜地方法務局人権擁護課職員 
子どもの人権１１０番 
０１２０‐００７‐１１０（フリーダイヤル） 

※強化週間以外でも、平日午前８時３０分～午後
５時１５分まで相談に応じます。 

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間 
における電話相談所の開設 

岐阜地方法務局 

 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
 
 
 
【問 合 先】 

　ご家庭で使用済みの食用油の回収を町婦人会・
生活学校の協力で実施しますので、ご利用ください。 

６月１６日（木） 
午前９時３０分～１１時３０分 
役場、中央公民館、松枝公民館、 
下羽栗会館 

※新聞紙、牛乳パック、ダンボール、アルミ缶も同
時に回収します。 

環境経済課 

使用済みの食用油の回収 
環境経済課 
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　ごみ出しのルールは、きちんと決められています。 

　ルールを守り、収集場所は清潔に保ちましょう。 

①正しく分別する 

②収集日を守る 

③午前７時から８時までに町内会で決められた場

所に出す 

④家庭系燃えるごみの場合は、透明または半透

明の袋に「家庭系燃えるごみ処理券」を貼る 

・他の市町村の袋は使用しない 

・強度のあるごみ袋を使用する（ごみの重さ

により袋が破れるケースがあります） 

※収集日、分別の注意点などは「資源とごみのカ

レンダー」で確認してください。 

【問 合 先】環境経済課 

守ろう　ごみ出しのルール 
環境経済課 

【採用年月日】平成２４年４月１日 

【採用予定人員】事務職員・技術職員（土木） 

若干名 

【申込・受付期間】 

　平成２３年７月４日（月）～７月２９日（金） 

　午前８時３０分～午後５時３０分 

　ただし、土曜日・日曜日および祝日の申込用

紙の交付および受け付けは行いません。郵送

による申込みの場合は、７月２９日（金）の消印

分まで有効です。 

【申込・問合先】 

笠松町役場総務課 

〒５０１‐６１８１　笠松町司町１番地 

1０５８‐３８８‐１１１１ 

町職員募集 
総務課 

昭和56年4月2日 

から 

平成2年4月1日 

までに生まれた方 

・日本国籍を有する方 

・成年被後見人、被保佐人（準禁治産者を含む）

でないことやその他公務員として法律的に欠

格事項がない方 

大学卒業程度 

昭和56年4月2日 

から 

平成4年4月1日 

までに生まれた方 

短大卒業程度 

昭和56年4月2日 

から 

平成6年4月1日 

までに生まれた方 

高校卒業程度 

 

年齢 

要件 

 

その他 

区分 

第1次試験 

第2次試験 

（第1次試験 

合格者のみ） 

平成23年9月18日（日） 

午前8時50分～ 

大学卒・短大卒・高校卒程度 

日 時  

教養試験・事務適性検査・ 

適性検査 
試験方法 

県立羽島北高等学校（予定） 場 所  

平成23年10月下旬予定 日 時  

笠松町役場など 場 所  

口述試験・作文試験・体力検査 試験方法 

区　分 

【受験資格】 

【試験日時・場所・方法】 

　防災行政無線が聞き取れなかった時は 

1３８８‐４９３０または1３８８‐４９３１に電話すると、

過去４件分の放送を確認することができます。 

ご存じですか　アンサーバック機能 
総務課 

　岐阜県内において自動車盗の被害が多発し

ています。 

　平成２２年度は、県内１７１件、岐阜羽島警察署

管内１５件発生しています。昨年度と比較すると、

県内９０件、岐阜羽島警察署管内９件増加してい

ます。 

　被害防止のため 

◎降りたら必ずドアロック 

◎イモビライザの装着 

◎盗難防止機器の設置 

◎駐車場内に防犯設備を設置 

　などの対策をお願いします。 

　また、不審者を発見、不審な物音に気付いた

時は、１１０番通報や最寄りの交番、岐阜羽島警

察署にご連絡ください。 

【問 合 先】岐阜羽島警察署1３８７‐０１１０ 

岐阜羽島警察署からのお知らせ 
自動車盗の被害多発！！ 
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電波利用環境保護周知啓発強化期間 

6月1日～6月10日 
◆無線機の使用には免許が必要です。 
◆外国規格のトランシーバーは国内では使
用できません。 
◆技適マークのついた無線機を 
使用しましょう。 

 
【問 合 先】総務省東海総合通信局 

不法無線局の相談 
1052‐971‐9107 
テレビなどの受信障害の相談 
1052‐971‐9648

守って！電波のルール 守って！電波のルール 守って！電波のルール 

〔技適マーク〕 

 
 
 
 

【申込・問合先】 

　町では、地震時のブロック塀の倒壊による事故
を防止するとともに、町内の緑化を推進するため、
道路に面したブロック塀を取り壊したり、新しく生
け垣を造られる方に助成を行っています。 

総務課 

ブロック塀除去と生け垣設置の 
助成制度 総務課 

ブロック塀などの除去 生け垣の設置 

個人の住宅および事業

所の敷地内で道路に面

した部分 

・高さ0.65m以上、 

幅0.20m以上、 

延長3.00m以上で、 

生け垣に適した樹木 

標準事業費 

1m当たり 7,800円 

補助率 3/10 

限度額 100,000円 

標準事業費 

1m当たり 3,600円 

補助率 3/10 

限度額 40,000円 

個人の住宅および事業

所の敷地内に設置され

たブロック塀などで道

路に面した部分 

・地盤高0.65m以下

の高さまで除去 

 

補助額 

 

 

 

条　件 

　７月２４日で地上アナログ放送が終了します。ア
ナログテレビをお使いの方は、お早めに次の対応
をお願いします。 
〈アンテナを設置しているご家庭〉 
①新しくテレビを買い替える方は、地デジ対応
のテレビに買い替える 
②今のテレビをお使いになる方は、地デジチュ
ーナーを付ける 

〈ケーブルテレビをご覧になっているご家庭〉 
③ケーブル事業者に問い合わせる 

【問 合 先】①②総務省地デジコールセンター 
　1０５７０‐０７‐０１０１ 
③ケーブルテレビ会社（シーシーエヌ） 
　1０１２０‐３４４‐８９３ 

地デジ詐欺にご注意ください 
　総務省や公的機関などと称して、地上デジタル
テレビ放送受信のための不当な費用請求や勧誘
などをする地デジ詐欺が全国各地で発生してい
ますので、ご注意ください。国や自治体、放送局
などがお金を請求することは絶対にありません。
一人で判断せず、総務省地デジコールセンターま
たは岐阜羽島警察署1３８７‐０１１０へ連絡してく
ださい。 

来月で地上アナログ放送が 
終了します 企画課 

　労災保険と雇用保険の申告・納付期限は、７月
１１日までです。 
　期限直前は窓口が大変混雑することが予想さ
れます。 
　岐阜労働局と労働基準監督署では、６月１日か
ら申告書の受付を開始していますので、お早めに
お出かけください。 
　なお、手続きはパソコンから行うこともできます。
インターネットで電子政府の総合窓口「イーガブ」
をご確認ください。 
【問 合 先】岐阜労働局労働保険徴収室 

1２４５‐８１１５ 

労働保険年度更新の手続きは 
お早めに 岐阜労働局 

　東日本大震災により被害を受けた方は、所
得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続
きを行うことで所得税が還付となる場合があり
ます。そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、
廃車となった自動車税の自動車重量税の還付
などの特例があります。詳しくは、岐阜南税務
署にお問い合わせいただくか、国税庁ホーム
ページ（www.nta .go . jp） をご覧ください。 
　また、地方税も、住民税、固定資産税、自動
車税などの特例があります。詳しくは、岐阜県
または各市町の担当窓口にお問い合わせくだ
さい。 
【問 合 先】岐阜南税務署1２７１‐７１１１ 

税務署からのお知らせ 
東日本大震災により被害を受けられた方へ 
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　「第１回みなと公園Eボート大会」の出場チー

ムを募集しています。１０人集めてEボートを楽し

んでみませんか？ 

【日　　時】 
【場　　所】 
【募集チーム】 
【出場資格】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【申込期限】 
【申 込 先】 
【問 合 先】 

７月３１日（日） 

笠松みなと公園 

「一般の部」および「小学生の部」 

 

「一般の部」 

１チーム１０人（身長１２０cm以上の

方ならどなたでも参加できます。小学

生が入っても可） 

「小学生の部」 

１チーム１０人（小学生８人、大人２人。

小学生は身長１２０cm以上、大人は

中学生も可） 

※在住・在勤・在学の方ならどなたでも参加

できます。 

７月６日（水） 

中央公民館、松枝公民館、総合会館 

中央公民館 

※詳しくは、申込先の施設に設置しているチラシ

をご覧ください。 

第1回みなと公園Eボート大会 
参加チーム募集 教育文化課 

消防団員募集 
～あなたの力を消防団に～ 

女性の方　歓迎します 

【問合先】総務課 

【日　　時】 

【場　　所】 

【参加資格】 

【種　　目】 

 

 

 

 

【参 加 料】 

【申込期限】 

【申 込 先】 

６月２６日（日） 午前８時４５分～ 

町民体育館１階　剣道・卓球場 

町内に在住、在勤、在学の方 

①一般・高校男子の部 

②一般・高校女子の部 

③中学男子１・２年生の部、３年生の部 

④中学生女子の部 

⑤小学生高学年、低学年の部 

１人１００円（大会当日徴収） 

６月２１日（火） 

町体育協会事務局（中央公民館内） 

第36回町民剣道大会参加者募集 
町体育協会 

【日　　時】 

【場　　所】 

【参加資格】 

【種　　目】 

 

 

 

 

 

 

【参 加 料】 

【申込期限】 

【申 込 先】 

７月３日（日） 午前９時１５分～ 

総合会館 

町内に在住、在勤の方 

①一般男子の部 

②中学生男子の部 

③中学生女子の部 

④小学生の部 

⑤混合ダブルスの部 

⑥ラージボールの部（混合団体戦） 

⑦初心者の部（ラージボール） 

１人１００円（大会当日徴収） 

６月１７日（金） 

町体育協会事務局（中央公民館内） 

第60回町民卓球大会参加者募集 
町体育協会 

 
 
 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 

　毎年大好評の「みそぎ餅の実演販売」を今年

も実施します。 

　値段は５本６５０円です。 

　みそぎ餅６,０００本は売り切れ次第終了となりま

すので、お求めの方はお早めにお越しください。 

６月３０日（木） 午前９時～ 

新町特設会場 

みそぎ餅実演販売 
笠松菓子工業組合 
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6月開催日程 
6/13.15.16.17.27.29.30.7/1

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

6/10　第41回東海ダービー（SPⅠ） 
〔名古屋競馬場名古屋競馬場で実施で実施〕 

6/10　第41回東海ダービー（SPⅠ） 
〔名古屋競馬場で実施〕 

6月1～3・9・10・20・22～24日は 
名古屋競馬を場外発売！ 

6/17（金） 乗鞍短距離特別 6/17（金） 乗鞍短距離特別 

 
 
 
 
 
【日　　時】 
 
【集合場所】 
 
【定　　員】 
【対　　象】 
【参加費用】 
【申込開始】 
【受付時間】 
【申込・問合先】 

　各務原市の内藤記念くすり博物館の薬草園で、

薬草園職員から植物の特徴や薬効などについ

ての話を聞く、薬用植物観察会が開催されます。 

　また、観察会終了後、薬膳料理を楽しんでいた

だけます。 

６月２３日（木） 

午前１０時１５分～午後１時 

内藤記念くすり博物館 

（各務原市川島竹早町１） 

５０人（申込順） 

中学生以上の方 

薬膳料理代１,０５０円（当日徴収） 

６月８日（水） 

午前９時～午後５時（月曜日を除く） 

木曽川学研究協議会事務局 

（各務原市川島松倉町１９５１‐４ 

川島会館４階） 

1０５８６‐８９‐６０５５ 

薬用植物観察と薬膳料理 
参加者募集 教育文化課 

 
 
 
 
 
【日　　時】 
 
【集合場所】 
 
【定　　員】 
【対　　象】 
【参加費用】 
 
【申込開始】 
【受付時間】 
【申込・問合先】 

　各務原市の内藤記念くすり博物館の薬草園で、

薬草園職員から植物の特徴や薬効などについ

て説明を聞きながら、有機肥料で栽培したシソを

使用したシソジュースを作ります。 

　また終了後、薬膳料理を楽しんでいただけます。 

７月１５日（金） 

午前９時１５分～午後３時３０分 

各務原市立中央図書館北 

（バスで移動） 

３０人（申込順） 

中学生以上の方 

薬膳料理代と材料費で１,２００円 

（当日徴収） 

６月１５日（水） 

午前９時～午後５時（月曜日を除く） 

木曽川学研究協議会事務局 

（各務原市川島松倉町１９５１‐４ 

川島会館４階） 

1０５８６‐８９‐６０５５ 

シソジュース作り講座 
参加者募集 教育文化課 

 
 
【募集人員】 
【採用予定日】 
【資　　格】 
 
【待　　遇】 
【勤務場所】 
【応募方法】 
 
 
 
 
 
 
 
【試験日時】 
【試験会場】 
【選考方法】 
【問 合 先】 

　岐阜地域肢体不自由児母子通園施設ポッポ
の家の作業療法士を募集します。 

１人 
平成２３年８月１日 
昭和２６年４月２日以降に生まれた方
で作業療法士の免許を有する方 
岐阜市職員に準ずる 
ポッポの家 
 

①提出書類 
　・資格証明書の写し 
　・受験申込書（顔写真貼付） 
※申込書はポッポの家またはポッポの家ホーム
ページで入手できます。 
②提出期限　６月１５日（水） 午後５時１５分 
③応 募 先　ポッポの家（郵送不可） 

６月１９日（日） 午前１０時 
岐阜市役所本庁舎 
論文および面接 
岐阜地域肢体不自由児母子通園施設 
ポッポの家（岐阜市長良１２７８） 
1２９４‐５７５７ 

作業療法士募集 
福祉健康課 

photo：昨年の東海ダービー馬「エレーヌ」 
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内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

１３：３０～１４：１５ 

１３：００～１３：２０ 

１３：１０～１３：５０ 
 

９：２０～１０：００ 

９：２０～９：３０ 

９：３０～１１：００ 

１３：００～１４：３０ 

１３：００～１３：１０ 

９：３０～１１：００ 

１０：３０～１１：３０ 

１３：３０～１４：３０ 

１３：００～１４：３０ 

 

１０：３０～１１：３０ 

 

１４：００～１５：３０ 

 １３：３０～１５：１５ 

 

 ９：３０～１１：１５ 

 

 １０：００～１１：３０ 
 

１３：３０～１５：１５ 

 

 １０：００～１１：３０ 

 

１３：３０～１５：３０ 

ポリオ 
 
乳児健康診査・ 
BCG予防接種 

1歳6カ月児健康診査・ 
フッ化物塗布 

3歳児健康診査・ 
フッ化物塗布 

お誕生教室 
 
にこにこ教室 
 
 
歯みがき教室 
 
 
プレパマクラブ 
 
 
 
 
育児相談・ 
マタニティ相談 

 
 
 
 
 
 

健康相談 
 
 
 
 
 

転倒予防教室 
 
 
 
貯筋（ちょきん）くらぶ 
～筋力アップ教室～ 
 

骨こつストレッチ 
～畳の上で行う 
　　　　ストレッチ～ 
 

ふれあいひろば 
～認知症の閉じこもり予防教室～ 

 
 
ふれあい喫茶 
～高齢者の憩いの場～ 
 
 

障がい者就労体験 

１日（水） 

８日（水） 

９日（木） 

２３日（木） 

２１日（火） 

２３日（木） 

７日（火） 

２１日（火） 

２１日（火） 

７日（火） 

８日（水） 

１５日（水） 

２１日（火） 

１０日（金） 

１３日（月） 

１４日（火） 

２１日（火） 

２日（木） 

１６日（木） 

１日（水） 

１５日（水） 

８日（水） 

２２日（水） 

２８日（火） 

１０日（金） 

１３日（月） 

１４日（火） 

２８日（火） 

 

 

 

 

 

福祉健康センター 

 

 

 

 

第一保育所 

下羽栗会館 

福祉健康センター 

福祉会館 

総合会館 

福祉健康センター 

 

総合会館 

 

福祉健康センター 

 

福祉会館 
 

福祉健康センター 

福祉会館 

総合会館 

福祉健康センター 

 

保健 相 談 （健診・予防接種・相談・教室など） 

6月の相談・保健 

1日（水） 

15日（水） 

町県民税 1期分 
介護保険料 1期分 
保育料 6月分 

納期限 6月30日（木） 

今月のお休みは6月30日（木）です。 
今月の「おはなしかい」は6月11日（土）
です。 

今月の納税・納付 

第3日曜日は家庭の日 

家族みんなで、郷土の文化にふれ、 
ふるさとに学びましょう。 

6月19日（日）は、家庭の日です。心豊かな明る
い家庭づくりをしましょう。 

内　　容 

悩みごと相談 

行 政 相 談  

人 権 相 談  

心配ごと相談 在宅相談　担当地域民生委員 

在宅相談　行政相談委員 
　岩田　修　宮川町５７ ☎387‐3718 
　川口　淑　門間６６６ ☎388‐2178

在宅相談　身体障害者相談員 

　早水春生　西宮町１３１ ☎388‐0029 

　河尻和男　北及１９０２ ☎387‐5788 

　堀場靖隆　円城寺９２９ ☎388‐3791 

　岩田賢一　田代９５０‐１ ☎388‐0068

日（曜日） 

13：00～15：00 福祉会館 

受付時間 場　所 

身体障がい者 
相談 

在宅相談　人権擁護委員 
　保母勝壽　弥生町３０ ☎387‐2782 
　則竹　緑　東陽町３６‐３ ☎387‐9625 
　後藤　稔　北及１１８３ ☎388‐1495 
　廣　とし子　長池２６３‐２ ☎388‐1906 
　杉山詞一　円城寺１４４３ ☎387‐7867 
　三輪　恵　円城寺８７３ ☎387‐6110

図書室 
からの 
お知らせ 

今 月 の テ ー マ 

家庭・地域・職場における 
男女共同参画のすすめ 

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○● 

★地域では 
　地域における男女共同参画を 
　話し合います 
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地域の中で育つ子どもたち 

国民年金の届出・手続きを 
必ずしましょう 

国民年金 
〈問合先〉 岐阜南年金事務所 

☎273‐6161
 
　国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方す
べてが加入する制度です。 
　届け出を忘れると、将来受け取る老齢基礎年金の年金額が少なくなったり、受けられなくなる場
合があります。また、不意の事故や病気で障がいが残ったり、万一亡くなられたときには、障害基礎
年金や遺族基礎年金が支給されなくなるおそれがあります。 
　次のようなときには、忘れずに役場保険医療課へ届出をし、あなたの大切な年金の権利を守って
ください。 

 
 
 
 
 
　現在、羽島郡の小中学校の子どもたちは、
地域のボランティアの方に教わり、さまざまな
場で学習の機会を広げています。昔遊びを
一緒にしたり、昔の暮らしについて体験を聞
いたりしています。 
　また、クラブ活動で物作りや伝統芸能など
について、地域の方とふれあいながら学んで
います。町探検や職場見学・職場体験では、
子どもたちが地域へ出かけます。このように、
教科書だけでは学べない生の体験から多く
のことを感じ、学んでいます。 
　学校以外でも学びの場はいろいろあります。
スポーツ少年団ではスポーツを通してマナー
や努力することを学びます。子ども会では、ボ
ランティア活動や地域行事への参加などの体
験をします。 

　また、地域の祭りに参加することで、地域の
伝統文化を学ぶこともしていきます。 
　平成１３年５月２日毎日新聞の記事に「〈あ
いさつをABC評価〉Cだと留年」というものが
ありました。これは、ある高校で「生徒のあい
さつの態度を教師が評価し、成績通知表に
書き込むとともに、Cをとった生徒は卒業や進
学を認めないとした。」というものです。皆さん
は、どのように思われますか。 
　あいさつをすることはごく自然なことで、大
人や周りのものが評価したり強制したりして「さ
せるもの」ではないはずです。子どもたちがあ
いさつをしたり、心を豊かにしたりするために、
大人は温かく育てることが大切です。 
　羽島郡では、「あいさつで町をよくしたい」
という願いを持って、中学生が中心となってあ
いさつ運動に取り組んでいます。この運動に
対し、地域の方も一緒に校門や駅などに立っ
て支えていただいています。地域の中で育つ
子どもたちに、これからも温かい励ましをお願
いします。 

17

届出が必要なとき 異動の内容 持参するもの 

20歳になったとき（厚生年金や
共済年金加入者を除く） 

第1号被保険者になります。 ・印鑑（本人自署の場合は不要） 

退職したとき（厚生年金や共済
年金加入者の場合） 

第2号被保険者から第1号被保
険者になります。（第3号被保険
者に該当する場合を除く） 

・印鑑（本人自署の場合は不要） 
・年金手帳 
・雇用保険被保険者離職票など 

配偶者に扶養されていたが、配
偶者が厚生年金、共済年金を辞
めたとき 

第3号被保険者から第1号被保
険者になります。 

・印鑑（本人自署の場合は不要） 
・年金手帳 
・雇用保険被保険者離職票など 

◆第1号被保険者　自営業者・学生・無職など 

◆第2号被保険者　会社員・公務員など 

◆第3号被保険者　会社員・公務員などの被扶養配偶者 
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Q A&
このコーナーでは、日ごろ町民の
皆さんから役場へ寄せられる質問・
意見などを回答とともに紹介します。 

ホームページアドレス http://www.town.kasamatsu.gifu.jp/

おなまえ おなまえ 

土曜日の朝、ウォーキングしませんか?まかな

人　口 

男 

女 

世帯数 

人 

人 

人 

世帯 

） 

） 

） 

） 

21 

32 

11 

30

増 

増 

減 

増 

（ 

（ 

（ 

（ 

前月比 

この広報紙は再生紙を使用しています。 

まちの人口 
平成23年 5月1日現在 

川島慎也・裕子さんの子 
平成22年6月16日生 

川島 颯斗 （上柳川町） くん 

か わ  し ま  は や  と  

伏屋 心桜 （無動寺） ちゃん 

ふ せ  や  み  お  

伏屋文克・瞳さんの子 
平成22年6月10日生 

　私たちは、毎週土曜日にみなと公園に集まり、挨拶
しながら体を動かし各自ストレッチ後、３０分～１時間く
らい自分のペースでウォーキングをします。あずまやへ
戻り、汗を拭き飲み物をとりながら、その日の感想やお
天気のことなど世間話などをしてクールダウンの体操。
年に数回〈お出かけウォーキング〉も実施しています。 
　土曜日の朝は、私たちと一緒にウォーキングしませ
んか？一度見にいらしてください。 
【活動日】毎週土曜日 午前８時～ 
【場　所】笠松みなと公園 
【連絡先】勅使川原久貴子　☎３８８‐０２７２ 

つかまり立ちも上手になって 

毎日元気いっぱいの心桜。 

これからもすくすく育ってね。 

やんちゃでいたずら大好き。 

これからも元気に大きくなってね。 

「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを 
 募集します。 

応募対象　平成22年8月生まれの赤ちゃん 
応募期間　6月末日まで（応募者多数の場合は抽選） 
応募方法　写真とコメントをご持参のうえ企画課まで 
　　　　　お越しください。 
詳しくは企画課広報までお問合せください。 

22,452 

10,829 

11,623 

8,223　 

毎週ウォーキングくらぶ224

年の途中で家を取り壊した場合の税金はどうなるのでしょうか。 
固定資産税は、毎年1月1日（賦課期日）に、家屋を所有している方に対し、その年度

分の固定資産税を課税することとなっています。したがって、年の途中で家を取り壊し
た場合でも、その年度分の税金は1月1日時点の所有者に全額課税されることとなります。 
【問合先】税務課 

Q

A
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